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壱岐市農業委員会定例会（令和７年１０月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和７年１０月２８日（火） 午前９時 

２．開催場所    石田農村環境改善センター ２階会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １６名 

４．欠席委員    ・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 事務局長補佐 ・・・・ 主事 ・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・・番・・委員 ・・番・・委員 

第２．議案第４５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第４６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第４７号 農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

       (出し手から農地中間管理機構)に対する意見について 

議案第４８号 農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

       (農地中間管理機構から受け手)に対する意見について 

７．報告事項  農地転用許可不要案件届出書について 

８．その他 

  

開 会 （ 午前 ８：５５ ） 

 

事務局  皆さんおはようございます。 

ご案内の時間前でありますが、只今より令和７年１０月の農業委員会の総会を 

    開会致します。 

本日は、・・番・・委員さんから欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は１８名中１７名で過半数を超えておりますので、総会は成立 

    を致しております。 

 それでは、総会日程２の「会長挨拶」を・・会長にお願い致しまして、引き続 

    き議事の進行をお願い致します。 

会 長  皆さんおはようございます。 

     大分、朝夕が涼しくなりまして、農作業も日中でもできるようになりました。 

稲刈りも、ほとんど終わっておりますし、今から冬作の関係もありますが、皆さ 

ん事故等には、十分留意されまして仕事していただきたいと思います。本日は、 

    定例会の後に、視察研修があります。できれば全員参加いただきたかったのです 

が、何しろ収穫時期等農作業のはざまでありまして、なかなか全員が揃うことが 

できませんでしたが、参加される方は宜しくお願いします。 

議 長  それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。「壱岐市 

    農業委員会会議規則第１８条第２項」に規定する議事録署名人ですが、議長より 

指名させていただいてよろしいでしょうか。【はいの声あり】それでは、本日の議 
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事録署名人は、・・番・・委員、・・番・・委員にお願いしたいと思います。よ 

ろしくお願いします。なお、本日の会議書記には事務局、・・主事を指名します。 

それでは、議事日程第２の議案第４５号の「農地法第３条の規定による許可申 

請について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、それでは１頁をお願い致します。議案第４５号「農地法第３条の規定に 

よる許可申請について」農地の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出さ 

れたので、審議のうえ決定の要がある。所有権移転の案件が２件あがっており 

ます。 

受け手は、個人又は農地所有適格化法人でありますので、「農地所有適格化法人 

以外の法人」ではないので、適用はありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業によ 

る取得ではないので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、１件の贈与、１件の売買ですので、又貸し、「転貸禁止要件」にも当 

たりません。 

 「全部効率利用要件」は、取得しようとする者が、農地全てを効率的に耕作す 

ると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力が確保されて 

いるか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ないかと、 

いうような３つの内容を審議して頂くことになります。 

 ５４番 土地の所在 

郷ノ浦町永田触 字皿川 ・・・番 地目 田   面積  ６５４㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・    

 譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は田が６３９６㎡、畑が３００㎡、合計が６６９６㎡です。 

申請理由  

譲渡人 島外在住で管理できないため、贈与する。 

譲受人 受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、野菜です。 

農機具は、トラクター、軽トラックを所有してあります。 

農作業歴は本人５０年、長男２０年です。 

通作距離については、３００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲の作付けでありますので、周辺への影響は、

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。１０月２２日に・・委員さんと譲受人との立会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 
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議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さん、おはようございます。・・担当の・・です。 

     事務局の説明の通り、１０月２２日に本人の立会いのもと現地確認を行いまし 

た。譲渡人の・・さんは、農地を相続したものの、島外在住のため管理すること 

ができないので、今回、譲受人に贈与するというものです。 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４５号５４番は決定します。 

 続きまして、５５番の説明をお願いします。 

事務局  はい、１頁をお願い致します。 

５５番 土地の所在 

郷ノ浦町片原触 字鮒
ふな

川
ごう

  ・・・番 地目 原野 畑 面積 ７５５㎡ 

同じく          ・・・番 地目 原野 畑 面積 ６６９㎡ 

同じく          ・・・番 地目 原野 畑 面積 ６３４㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・    

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は田が１０８９３㎡、畑が３６４６９㎡、合計が４７３６２㎡です。 

申請理由  

譲渡人 高齢で管理できないので売却する。 

譲受人 買い受けて農業規模を拡大するということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況はオリーブの栽培です。 

ユンボ、乗用草刈機、運搬車を所有しております。 

構成員は、常時雇用者と合わせて６名、臨時雇用者が４名で農作業に従事して 

おります。通作距離については、２００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、農地所有適格法人であります。 

「地域との調和要件」ですが、オリーブの作付けでありますので、周辺への影 

    響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。１０月２２日に・・委員さんと譲受人の従業員の立会いの下、 

現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 続きまして、補足説明を致します。 

     事務局の説明の通り、１０月２２日に・・・の従業員と現地確認を行 
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いました。 

譲渡人の・・さんは、お近くお住まいでありますが、高齢のため、管理ができ 

ないので・・・に売却するものです。・・・の近くでありまして、 

何ら問題はないかと思いますが、皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４５号５５番は決定します。 

 続きまして、議案第４６号「農地法第５条の規定による認可申請について」を 

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、２頁お願いします。 

議案第４６号「農地法第５条の規定による認可申請について」農地転用につき、 

次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付して進達の要がある。 

５番 土地の所在 

郷ノ浦町  牛方触 字白鉾 ・・・番 地目 畑  

面積 ２９０１㎡のうち５７５㎡ 

転用目的 農業用倉庫 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・                 

申請理由  

申請地に農業用倉庫を新設するため、農地転用の許可申請をします、というもの 

です。 

権利の設定内容は、賃貸借です。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は、３頁から５頁です。 

令和７年１０月２２日に・・委員さんと申請人との立会いの下、現地確認を行 

    っております。それと追加資料をつけておりますので、ご確認ください。 

     この農地は、令和５年９月２２日付けで、農振整備計画の軽微な変更として手 

続きが完了しているところです。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員  はい。 

議 長   はい、・・番 ・・委員。 

・・委員  皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、１０月２２日に現地確認を致しました。 

      ・・さんは、じゃが芋などの保管用の農業用倉庫を申請地に建設するそうで

   す。 

      隣接農地とは、十分距離がありますので、何ら問題はないかと思いますが、 

皆さんのご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第４６号５番は、意見を付し 
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て進達します。 

 続きまして、議案第４７号「農地中間管理事業における農用地利用集積等促進 

計画(出し手から農地中間管理機構)に関する意見について」と議案第４８号「農 

地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から受け 

手)に関する意見について」は、関連がありますので、一括上程したいと思いま 

す。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、議案の第４７号と議案第４８号は一括して説明させて頂きます。   

はい、６頁をお願い致します。 

議案第４７号 「農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画(出し手 

から農地中間管理機構)の意見審議について」、農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１９条第３項の規定による意見を求められたので、その判断を求めるものです。 

７頁～１７頁をご覧ください。令和７年１０月農業委員会 農地中間管理事業 

    における農用地利用集積等促進計画については、この一覧表のとおりであります。 

また、６頁をご覧いただきますと長崎県農地中間管理機構として、農地中間 

    管理事業を実施する公益財団法人 長崎県農業振興公社が農地中間管理権を取得 

    する計画が、賃貸借権設定について、１０年間の田の新規が２７筆で２８０８７ 

㎡、５年間の田の新規が１６筆で１４８７７㎡、１０年間の田の更新が２４５筆 

で５５０３７５㎡、９年間の田の更新が９筆で２１１８１㎡であり、１０年間の 

畑の新規が３筆で４９５４㎡、５年間の畑の新規が４筆で６９２９㎡、３年間の 

畑の新規が１筆で４１３㎡、１０年間の畑の更新が２筆で７２６㎡であり、賃貸 

借権設定の新規更新の合計が田畑合わせて３０７筆で６２７５４２㎡であります。 

続きまして、使用貸借権設定について、１０年間の田の新規が４筆で３６９９ 

㎡、５年間の田の新規が２筆で２９８１㎡で、１０年間の田の更新が１２筆で２ 

６３７㎡であり、１０年間の畑の新規が１筆で１４１８㎡であり、使用貸借権設 

定の新規更新の合計が田畑合わせて１９筆、１０７３５㎡であります。 

続きまして、１８頁をお願い致します。議案第４８号 「農地中間管理事業にお 

ける農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から受け手)の意見審議につい 

て」農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による意見を求 

められたので、その判断を求めるものです。１９～２９頁の令和７年１０月農業 

委員会農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画については一覧表の 

とおりでありますが、一部変更がございます。これは、農地中間管理機構への出 

し手は変わらず、受け手が変更したものが加わっております。１９頁の番号１番 

から１６番分で受け手が、これまで、農事法人組合・・でありましたが、ここに 

書いてありますように、・・に変更されるものです。よって、農地中間管理機構か

ら受け手は、先ほど６頁で説明した出し手から農地中間管理機構の分の農用地利

用集積等促進計画に１８頁の賃貸借権設定の１２年間の田の新規で９筆で９７３

１㎡と畑の新規７筆で４９３７㎡、合計１６筆で１４６６８㎡が加わったものと

なります。計画につきましては、農地中間管理事業を実施する公益財団法人長崎

県農業振興公社の要請により、市が公社に提出するものであります。 

この計画につきましては、全て農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第 
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５項に掲げる各要件を満たしております。 

なお、議案第４７号の農用地利用集積等促進計画(出し手から農地中間管理機 

構)の公告と、農用地利用集積等促進計画（案）の決定は、同時施行と致します。 

これによりまして、農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地集積等促 

進計画を定めて、県知事が促進計画を、公告することによりまして、農地中間管 

理機構が借り手に農地を貸し付けるという手続きの流れになります。 

     以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明でございますが、これにつきましては、法に則って行います 

    ので皆様方の意見を求めることになります。何かございませんか。 

・・委員 受け手の・・というのは、地元の会社では、ないと思いますが、どういった会    

    社ですか。・・の方の農事組合ではないのですか。 

事務局  今、実際・・さんは、・・委員さんの農地を借りて、アスパラの実証実験をされ 

    ております。その際に壱岐に事務所を設置されて、そこに何年か常駐されており 

    ます。主の収入は、農業ではありませんが、壱岐に事業所を置いて農業しますと 

    いう届出が出ております。 

基本的には、集落営農法人とか農業法人は、農地所解除条件付きと言いまして、 

農地所有適格法人という要件をもとに農地の貸し借りをされます。今回・・さん 

は、解除条件付きという農地の貸し借りがありますが、そちらのほうで 

・・の圃場を、借りるわけです。それで、今回農事法人・・が、耕作が難しいと 

いうことで代わりに耕作してくれるところがないかということで、・・さんがこの 

土地を借りて補助事業でアスパラハウス建てて、アスパラを栽培するとのことで 

す。 

・・委員 ・・の法人では耕作しないということですね。 

事務局  そうです。・・の法人が手いっぱいということで、手伝ってほしいということ 

です。 

議 長  従業員の雇用は、地域からの雇用ですか。 

事務局  管理者が・・の関係者で、雇用は、地元からと思われます。 

議 長  他にありませんか。それでは、異議がないようでありますので、議案第４７号 

と議案第４８号は原案のとおり決定します。 

続きまして、報告事項 「農地転用許可不要案件届出書について」事務局の報 

告をお願いします。 

事務局  はい、３０頁をお願いします。 

報告事項、「農地転用許可不要案件届出書について」、農地転用許可不要案件届 

出書が、次のとおり提出されましたので報告します。位置図、写真、配置図は、 

３１頁から３３頁です。 

農地転用許可不要案件届出書とは、農地を農地以外の用途に転用する際に、特 

定の条件を満たすことで都道府県知事の許可が不要となる場合に、農業委員会に 

提出する書類となります。農地法施行規則第２９条第１項第１４号に 電気事業 

者が送電用若しくは配電用の施設（電線の支持物及び開閉所に限る。）若しくは送 

電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置 
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を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外の

ものにする場合、農地転用の制限の例外として取り扱うことができるようになっ

ております。 

１番、土地の所在 

     郷ノ浦町東触   字上 郡
かみごおり

  ・・・番 地目 畑 面積   ９０㎡ 

     同じく            ・・・番 地目 畑 面積  １３１㎡ 

     同じく            ・・・番  地目 畑 面積  ２１１㎡ 

     同じく            ・・・番  地目 畑 面積  ５７１㎡ 

     郷ノ浦町志原西触 字永石
え ら し

   ・・・番  地目 畑 面積  １０５８㎡ 

合計２０６１㎡の一部 ２８７．０６㎡ 

申請人  ・・・・・・・・・・ 

申請理由 ・・病院(災害拠点病院)を優先的に改善できる新設局対応のた 

めということです。 

工期が受理日～令和８年３月３１日までで 

施工業者が ・・・・・・・・・・となっております。 

位置図、写真は３１頁～３３頁です。 

以上で事務局からの報告を終わります。 

議 長  はい、報告事項でありますので、よろしいでしょうか。【はいの声あり】 

議 長  それでは、続きまして、その他の件をお願いします。 

事務局  事務局からのその他の件ですが、 

① １１月の定例会の日程  令和７年１１月２５日（火）午前９時～ 

場所 石田農村環境改善センター 

② 視察研修について  

③ 農業委員の改選について 

④ 農業委員会の法令遵守の実施及び今後の対応について 

議 長  他に皆さん方から何かありましたら。ございませんでしょうか。それでは、皆 

    さん方から意見もないようでございますので、本日の総会の日程を終了させて頂 

    きたいと思いますが、よろしいでしょうか。【はいの声あり】 

大変お疲れ様でした。 

 

  閉 会 （ 午前 ９：５０ ） 

 

以上のとおり議事内容を記載し、事実と相違ないことを証するため署名する。 

 

 

令和 ７年１０月２８日 
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農業委員会長  谷  島  栄  一   ㊞   

 

 

 

署 名 人  久  保  博  敬   ㊞   

 

 

  

            署 名 人  江  川  初  江   ㊞ 

 

 
 


